
事例１（治療と仕事の両立支援ナビで公開中）
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事例２（治療と仕事の両立支援ナビで公開中）





Ａ社 Ｂ社
業種 貴金属製品製造業 建設業

労働者数 50人 ７人

両立支援
に係る

制度の有無

　　「有給の特別積立」制度あり（消滅してしまう年
次有給休暇を、年５日、最大50日まで積み立てる
ことができ、治療（治療以外に育児や介護にも）に
活用可としている。１日単位及び２時間単位で取
得可。病気休暇制度は設けていない。）

　法定の年次有給休暇以外に、傷病休暇や短
時間勤務等の制度は設けていないが、臨機応変
に特別休暇を付与する等により、労働者の賃金
を減ずることなく継続勤務できるよう対応している。

両立支援を
進める上での
問題点等

　ガイドラインで定める医療機関との情報共有（勤務
情報提供書及び主治医意見書の活用）について
は、詳細な勤務情報を医師に提供すること、また主
治医から詳細な意見が提供されることにより、本人の
情報が会社側にオープンになりすぎてしまい、本人が
躊躇することを懸念している。会社としてそこまで踏み
込むべきなのかと考えてしまう。ただし、本人が望むの
ならば良い仕組みであると考える。
　勤務内容の変更は、大企業なら業務の種類も多く
選択肢があるが、中小企業では業務の種類が限られ
ているので難しい。

（山梨県の「健康経営優良企業」認定企業や労働基準監督署に提出のあった
「安全衛生管理活動実施計画書」にて把握した企業を対象にヒアリングを行ったもの）

その他の山梨県内企業の取組事例

過去の
両立支援
の事例

両立支援
ガイドライン

の理解

　知ってはいるが、詳細は承知していない。なお、社長
名による人事方針において両立支援の表明を行い、
労働者に周知を行っている（社内報に掲載し、社内
イントラネットを活用）。

　現場作業要員として中途採用した労働者が、
入社１年目のがん検診（全額会社負担）で胃
がんであることが判明。胃の約半分を摘出手術
後、１か月間の自宅療養を経て職場復帰。術後
は体力的に現場作業に従事することが困難であっ
たため、その間、管理業務に配置替え。その後も
転移が判明したが治療を続けながら現在も継続
勤務中。両立支援にあたり、医療機関との情報
共有は特に行われていない。

　過去10年の間に、上記の「有給の特別積立」によ
る休暇をがん等にり患した者が活用した事例が３件
あり。ガイドラインに定めるような、医療機関との情報
共有は特に行っていない。



Ｃ社 Ｄ社
業種 道路貨物運送業 道路貨物運送業

労働者数 13人 100人

両立支援
に係る

制度の有無

　制度として特段定めているものはない。が、会社
として労働者の健康は第一に考えており、「歯科
治療」と「禁煙治療」について、有給で病院に行く
ことを認めている。がん等の大きな病気に対応した
病気休暇の制度は、今までに事例がないため特
に設けていない（今後、病気休暇の制度づくりを
考えたい）。

　相談窓口はあり。
　休暇は１日又は半日単位で取得可（時間単位
では設けていない）。病気休暇制度等は設けていな
い。短時間勤務制度は、書面では定めていないが導
入している。

両立支援を
進める上での
問題点等

　会社として労働者の健康を第一に考えているた
め、両立支援のためにできることは何でも前向きに
考えたい。なお、勤務情報提供書や主治医意見
書の活用や、両立支援プランの樹立は良い仕組
みだと思うので、今のところ労働者の大きな病気の
事例がないが、今後に備えて当社でも取り入れる
ことを検討したい。

　問題点等は特になく、両立支援プランを立てること
で治療と仕事の両立に係る方針がはっきりしメリット
があったと考えている。

両立支援
ガイドライン

の理解

　ガイドラインの冊子は見たことはあるが、詳細は
承知していない。

　健康経営優良企業の認定取得時に知り、ある程
度は理解している。山梨産業保健総合支援センター
の両立支援セミナーも受講し、ガイドラインの内容につ
いて説明を受けている。なお、両立支援ハンドブックを
社内休憩室に置き労働者がいつでも見られるように
周知をしている。

過去の
両立支援
の事例

　上記の有給での歯科治療を活用した事例が４
人。禁煙治療はまだ活用０人。がん等の大きな
病気に係るものについては今までになく、支援事例
はない。

　「大腸がん」にり患した労働者について、ガイドライン
記載の様式による「両立支援プラン」を社内で作成
し、支援が実施されていた。具体的には、治療方針、
投薬、副作用等の状況が記載され、配慮事項として
「軽作業・県内配送のみ」、業務内容として「手積
み・手卸しなしの作業」、その他の事項として「副作用
の状況により代役を立てる」などとされ、具体的な両
立支援プランを立てていた。当該プランによる支援の
結果、通常勤務に戻る段階まで回復した。
　なお、「勤務状況提供書」及び「主治医意見書」の
様式は使用されていない。

県内でもさまざまな業種・規模の企業で取組が始まっています︕



Ｅ社 Ｈ社
業種 卸売業 その他の事業(建設コンサルタント)

労働者数 47人 52人

両立支援
に係る

制度の有無

　総務に相談窓口はあり。
　休暇は１日又は半日単位で取得可である。
病気休暇制度等は設けていないが、現在、年次有給休暇の
消滅分を積み立てる制度を検討しているところ。

　法定有給休暇のほか休暇制度を整備
している。

両立支援を
進める上での
問題点等

復帰に関して、今後、どのくらいまで体力など能力が回復
できるのか見極めることができず、勤務日数、勤務時間を
設定が悩む。運搬業務の者は、トラック運転だけに軽減させ
たことがあるが、他の一般業務は、業務そのものを軽減できる
ものがない（立ち仕事を座らせる、重いものを持たせない程
度）。

また、本人に大丈夫かと尋ねれば、仕事を失いたくないの
で、大丈夫だと言うものの、無理をしていないか、わからないた
め、完全復帰する時期は、主治医の判断が必要である。

　産業医の紹介等により、インターネットからガイドラインの冊
子は印刷し、内容は理解しているが、制度として両立支援を
実施していない。両立支援

ガイドライン
の理解

過去の
両立支援
の事例

・過去にがんをり患した労働者は複数いるが、１～２か月程
度の入院休職の後、少ない出勤日かつ短時間勤務から勤
務をはじめさせて、一部の方を除き、勤務を継続できた。現在
も子宮頸がんで入院し、１月に職場復帰の予定者が１名
いる。復帰の際には、主治医の診断書を提出させているが、
ガイドラインに定めるような、医療機関との情報共有まで至っ
ていない。

・メンタルヘルス不調者については、１か月のお試し出勤を設
けて、原則、元の職場に復帰させている。

　パートを含む労働者３人（ウェルニッケ
脳症、子宮体がん、うつ病）について治
療と仕事を両立したケースあり。いずれも
法定有給休暇のほか休職制度の活用に
より両立を図ったもの。ガイドラインに則った
勤務情報提供書や主治医意見書等に
よる情報共有は行われていない。

働きやすい職場づくりは人材確保・業績アップにもつながります︕



Ｆ社
業種 その他の事業(計量検査)

労働者数 35人
両立支援
ガイドライン

の理解

　知ってはいるが、詳細は承知していない。

両立支援
に係る

制度の有無

　安全担当部署とは別に「健康づくり担当」による相談窓口を設置し、労働者に周知している。
　休暇は時間単位、半日単位で取得可、病気休暇制度あり。その他、短時間勤務制度、試し出勤制
度あり。
　主治医と連携する仕組みは現在のところないが、労働者から要望があれば対応する方針。

両立支援を
進める上での
問題点等

復帰に関しては、体力及び年齢的に元の部署に戻れないケースがあり、外勤を内勤に変更するなど
部署を異動することがあった。

産休・育児及び介護休暇と同様に捉え、先を見据えた制度作りを総務が主導し、多様な働き方に対
応しようと考えている。

　山梨県両立支援推進チーム 長期療養労働者支援担当専門家会議は、山梨県内の実情に応じた、長期にわたる治療等が必要な疾病（が
ん、肝疾患、脳・心臓疾患、糖尿病、慢性腎臓病(CKD)、難治性疾病(難病)、不妊）をもつ労働者に対する治療と仕事の両立を図るため、関
係者のネットワークを構築し、両立支援の取組の連携と推進を図ることを目的に設置されました。専門家会議では、学識経験者・実務経験者・実
務担当者を参集者として会議を開催し、各機関・団体の両立支援についての取組状況の共有や取組の相互の周知協力、山梨県内における好事
例の収集、企業向け・患者向けリーフレットの作成などの活動を行っています。

過去の
両立支援
の事例

・大動脈解離など病気の手術で１か月や２か月間入院した２つのケースがあるが、復帰プランを立て
て、本人と面接しながら、退院後に２時間勤務、半日勤務など体調に合わせて出勤ペースを決め、柔

軟な勤務体制を取ることで職場復帰を果たせている。

・「積立休暇制度」を活用。その後復帰し、通院しながら勤務を継続。
※「積立休暇制度」…失効した年次有給休暇について、最大40日（320時間）まで積立可能とし、
私傷病のための療養休暇や不妊治療のための休暇として取得できる制度（休暇中は通常の賃金を支

給）。

・がんの手術で12日間休業したが、その後在宅勤務をしながら仕事を継続し、現在は通常勤務に復
帰。

・メンタルヘルス不調者について、休業後、試し出勤制度を活用し、現在は通常勤務に復帰している。

小さなことからでも構いません できることから始めてみませんか︖
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